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小沢元代表

陸
山
△〓事
件
無
罪
．主
張
し
結
審

資
金
管
理
団
体

「
陸
山

会
」
の
土
地
購
入
を
め
ぐ

り
、
政
治
資
金
規
正
法
違

反

（虚
偽
記
入
）
罪
で
強

制
起
訴
さ
れ
た
民
主
党
元

代
表
小
沢

一
郎
被
告
侯
じ

の
公
判
が
十
九
日
午
後
、

東
京
地
裁

（
大
善
文
男
裁

判
長
）
で
結
審
し
た
。
小

沢
元
代
表
は
最
終
の
意
見

陳
述
で

「
検
察
は
不
当
、

違
法
な
捜
査
を
行
い
、
検

察
審
査
会
の
審
査
、
議
決

を
誘
導
し
た
」
と
検
察
批

判
を
展
開
し
、
あ
ら
た
め

て
無
罪
を
訴
え
た
。
判
決

は
四
月
二
十
六
日
午
前
十

時
に
指
定
さ
れ
た
。
＝
関

連
の
面

小
沢
元
代
表
は
事
件
を

「
検
察
が
野
党
第

一
党
の

代
表
で
あ
る
私
を
強
制
捜

査
す
る
こ
と
で
政
権
交
代

を
阻
止
し
、
新
政
権
を
挫

折
さ
せ
よ
う
と
し
た
政
治

性
に
本
質
が
あ
る
」
と
主

張
。検

察

が

「
有

罪

あ

り

き
」
の
不
当
な
捜
査
や
検

察
審
査
会
の
議
決
誘
導
で

政
治
介
入
を
強
力
に
続
け

た
と
し
て

「
議
会
制
民
主

主
義
を
破
壊
し
、
国
民
の

主

権

を

侵

害

し

た

暴

挙

だ
」
と
述
べ
た
。

そ
う
し
た
実
態
が
公
判

を
通
じ
て
鮮
明
に
な

っ
た

こ
と
が

「
裁
判
の

一
番
の

意
義
だ
」
と
力
を
込
め
た
。

検
察
審
査
会
の
起
訴
議
決

は

「
私
を
強
制
起
訴
さ
せ

る
た
め
に
東
京
地
検
が
捏

造
し
た
違
法
不
当
な
供
述

調
書
と
捜
査
報
告
書
に
基

づ
く
誤

っ
た
判
断
で
、
正

当
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
は

明
白
」
と
強
調
。
収
支
報

告
書
の
虚
偽
記
入
や
元
秘

書
ら
と
の
共
謀
を
あ
ら
た

め
て
否
定
し
、

「
私
は
無

罪
で
す
」
と
訴
え
た
。

小沢―郎被告

||||



(第3種郵便物認可)

陸山会事件結審
ほ

っ
と
し
た
の
か
、
無

罪
を
確
信
し
た
の
か
。
意

見
陳
述
を
終
え
る
と
い
笑

み
を
浮
か
べ
た
。

「
罪
に

問
わ
れ
る
理
由
は
な
い
」

「
捜
査
は
不
当
」
。
五
カ
月

半
、
十
六
回
に
及
ん
だ
民

主
党
の
小
沢

一
郎
元
代
表

後
し
の
公
判
は
十
九
日
、

東
京
地
裁
で
結
審
。

「
市

民
の
判
断
」
で
強
制
起
訴

さ
れ
た
政
界
の
実
力
者

へ

の
審
判
は
来
月
に
迫
る
「

午
前
か
ら
続
い
た
弁
護

側
の
最
終
弁
論
が
終
わ
っ

た

午

後

二
時

五

十

分

ご

ろ
。
裁
判
長
の

「
被
告
人

は
前
に
」
の
言
葉
に
い
小

沢

九
代
表
は

「
は
い
」
と

応
じ
た
。
Ａ
４
判
七
枚
の

陳
述
書
の
端
を

つ
ぶ
す
よ

う
に
固
く
手
に
し
て
足
早

に
証
言
台

へ
進
む
。

「
十
分
も
か
か
ら
な
い

と
思
い
ま
す
」
と
口
に
し

な
が
ら
、
自
ら
マ
イ
ク
の

位
置
を
調
整
。

「検
察
は

不
当

・
違
法
な
捜
査
を
行

い
、
検
察
審
査
会
を

『
起

訴
議
決
』
へ
と
強
力
に
誘

導

し
た
」
。
抑
揚

が

あ

り
、
は

っ
き
り
と
し
た
強

い

口
調
。
表
情
は
険
し

い
。

「
元
秘
書
と
共
謀
し

た
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま

せ
ん
」
。
胸
の
高
さ
に
陳

述
書
を
両
手
で
し

っ
か
り

掲
げ
持
ち
、
立

っ
た
ま
ま

十
数
分
間
、
よ
ど
み
な
く

に
収
め
な
が
ら
傍
ら
の
弁

予踪
聰
暉

「捜
査
は
不
当
」と
強
調

読
み
上
げ
た
。

〓
］
］̈
一］一
一̈
〕一
一̈
一̈
¨̈
一［］
一一一
〓
¨
一一一
一一
一一一
一
一̈
一
一
一̈
一一一
一一
¨
一一 な

い
と
の
確
信
が
深
ま

っ

た
。
非
常
に
強
い
手
応
え

を
感
じ
て
い
る
」
と
納
得

の
表
情
。

一
方
、
検
察
官
役
の
指

定
弁
護
士
は

「
無
罪
主
張

の
事
件
で
は
無
罪
を
示
す

物
語
や
事
実
を
述
べ
る
こ

と
が
多
い
の
に
、
少
な
か

つ
た
と
い
う
印
象
。
苦
し

そ
う
な
部
分
が
あ

っ
た
」

一

と
批
判
し
た
。



小
沢
元
代
表
の
最
終
意
見
陳
述
要
旨

小
沢

一
郎
民
主
党
元
代
表
の
最
終
意
見
陳
述
の

要
旨
は
次
の
通
り
。

り
だ
と
思
い
ま
す
。

と
り
わ
け
重
大
な
問
題
だ

と
思
う
の
は
、
田
代
検
事
自

身
が
法
廷
証
言
で

「捜
査
報

告
書
は
上
司
に
言
わ
れ
て
作

っ
た
。
検
察
審
査
会
に
提
供

さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
と
思

っ
て
い
た
」
と
認
め
た
よ
う

に
、
虚
偽
の
事
実
を
意
図
的

に
報
告
書
に
記
載
し
、
東
京

地
検
が
そ
れ
を
検
察
審
査
会

に
提
供
し
た
こ
と
で
す
。
そ

の
悪
質
さ
に
お
い
て
は
、
前

田
元
検
事
が
証
拠
を
改
ざ
ん

し
た
事
件
を
上
回
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
虚
偽
の
調

書
と
報
告
書
は
起
訴
議
決
の

最
大
の
証
拠
と
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
報
告
書
の
内

容
を
踏
ま
え
て

「再
捜
査

で
、
石
川
元
秘
書
自
身
が
供

述
を
維
持
し
た
理
由
を
合
理

的
に
説
明
し
て
い
る
」
と
議

決
文
に
明
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
明
ら
か
で
す
。

特
捜
部
に
よ
る
誘
導
は
そ

れ
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
先

に
、
裁
判
長
が
田
代
検
事
に

よ
る
石
川
元
秘
書
の
違
法
な

取
り
調
べ
に
つ
い
て

「個
人

的
な
も
の
で
は
な
く
、
組
織

的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
も
疑

わ
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
、
池

田
光
智
元
秘
書
の
取
り
調
べ

に
つ
い
て
も

「利
益
誘
導
が

あ
っ
た
」

「取
り
調
ベ
メ
モ

を
廃
棄
し
た
」
と
認
定
さ
れ

た
通
り
、
当
時
の
特
捜
部

長
、
副
部
長
、
主
任
検
事
ら

特
捜
部
あ
げ
て
の
誘
導
工
作

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

実
際
、
東
京
地
検
が
検
察

審
査
会
の
再
審
査
に
提
供
し

た
他
の
捜
査
報
告
書
を
見
る

と
、

「小
沢
は
三
回
に
わ
た

る
取
り
調
べ
で
も
合
理
的
な

説
明
が
で
き
ず
、
不
自
然
な

弁
解
に
終
始
し
た
」

「収
支

報
告
書
に
関
す
る
小
沢
の
供

述
は
虚
偽
で
あ
る
」

「小
沢

の
共
謀
を
推
認
す
る
積
極
的

証
拠
と
な
り
得
る
」

「小
沢

に
は
本
件
不
記
載

・
虚
偽
記

載
の
動
機
が
あ

っ
た
」
な

ど
、

「小
沢
有
罪
あ
り
き
」

の
推
認
の
記
述
ば
か
り
で
、

明
ら
か
に
、
起
訴
議
決
を
し

な
い
方
が
お
か
し
い
、
強
制

起
訴
す
れ
ば
裁
判
で
も
勝
て

る
と
誘
導
し
て
い
ま
す
“
仮

に
そ
れ
ら
捜
査
報
告
書
ど
調

書
が
他
の
政
治
家
に
関
す
る

も
の
で
、
私
が
そ
れ
を
審
査

す
る
検
察
審
査
会
の

一
員
だ

っ
た
と
し
た
ら
、
私
も

「起

訴
議
決
」
と
誤
っ
た
判
断
を

籍
¨
“
『
一
一
一
中
』
¨
¨

な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
東
京

地
検
特
捜
部
の
強
制
捜
査
は

「法
の
下
の
平
等
」

「推
定

無
罪
」

「証
拠
裁
判
主
義
」

と
い
う
法
治
国
家
の
大
原
則

を
こ
と
ご
と
く
無
視
し
て
、

証
拠
に
基
づ
か
な
い
不
当
な

推
認
を
積
み
重
ね
た
だ
け
の

も
の
で
し
た
。

政
治
資
金
規
正
法
の
制
定

以
来
、
収
支
報
告
書
に
間
違

い
や
不
適
切
な
記
載
が
あ

っ

て
も
、
実
質
的
犯
罪
を
伴
わ

な
い
限
り
、
検
察
の
言
う

「虚
偽
記
載
」
も
含
め
、
例

外
な
く
報
告
書
の
修
正
で
処

理
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ

な
の
に
、
私
の
ケ
ー
ス
だ
け

を
単
純
な
虚
偽
記
載
の
疑
い

で
強
制
捜
査
、
立
件
し
た
こ

と
は
、

「法
の
下
の
平
等
」

に
反
す
る
恣
意

（し
い
）
的

な
法
の
執
行
に
他
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
前
田
恒
彦
元
検

事
が
こ
の
法
廷
で

「主
任
検

事
か
ら

『
こ
れ
は
特
捜
部
と

小
沢
の
全
面
戦
争
だ
。
小
沢

を
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
ら
特

捜
部
の
負
け
だ
』
と
言
わ
れ

た
」
と
証
言
し
た
よ
う
に
、

「推
定
無
罪
」
ど
こ
ろ
か
、

最
初
か
ら

「有
罪
あ
り
き
」

の
捜
査
、
立
件
で
し
た
。

さ

ら
に
、
形
式
的
に
は

「証
拠
裁
判
主
義
」
に
の
っ

と
っ
て
私
を
三
度
不
起
訴
に

し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の

実
、
不
当
、
違
法
な
捜
査
で

得
た
供
述
調
書
と

「小
沢
有

罪
あ
り
き
」
の
捜
査
報
告
書

を
検
察
審
査
会
に
提
供
し
、

起
訴
議
決

へ
と
強
力
に
誘
導

し
ま
し
た
。

そ
の
証
拠
が
、
石
川
知
裕

元
秘
書
が
虚
偽
記
載
を
私
に

報
告
し
、
了
承
を
得
た
と
の

供
述
を
維
持
し
た
と
い
う
田

代
政
弘
検
事
作
成
の
調
書
と

捜
査
報
告
書
で
す
。
二
月
十

七
日
の
公
判
で
、
裁
判
長
が

「検
察
審
査
会
の
再
度
の
議

決
の
判
断
材
料
と
し
て
提
供

す
る
こ
と
を
予
定
し
な
が

ら
、
違
法
、
不
当
な
取
り
調

べ
を
行
い
、
石
川
元
秘
書
に

供
述
を
維
持
さ
せ
た
」

「捜

査
報
告
書
の
記
載
は
事
実
に

反
す
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
通

し
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
う
ほ

ど
、
強
烈
で
執
拗

（し
つ
よ

う
）
な
工
作
で
す
。

本
件
は
、
与
党
幹
部
で
あ

る
私
を
強
制
起
訴
す
る
こ
と

で
新
政
権
を
挫
折
さ
せ
よ
う

と
し
た
政
治
性
に
本
質
が
あ

り
ま
す
。
検
察
は
二
年
間
も

の
長
き
に
わ
た
り
不
当
な
捜

査
を
行
い
、
検
察
審
査
会
の

審
査

・
議
決
を
誘
導
し
、
強
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巨額の現金保有や土地
購入の事実が明らかに
なることを避けようと
した

適法に所持していた財
産で、違法な手段を用
いて隠す必要性も動機
もない  、

元秘書が小沢元代表の
指示、了解なしに独断
で虚偽記入をする可能
性はない

臨
親

元秘書は相当程度の裁
量を与えられており、
いちいち報告し、判断
を仰ぐことはなかった

元代表への報告を認め
た供述は極めて信用性
が高く、これに反する
元代表の供述は全 く信
用できない

具体的な状況や時期の
記載が全 くなく、信用
できない。違法、不当
な取り調べで内容虚偽
の調書を作成した

銀行融資の書類への署
名は提供した4億円を
隠すための偽装工作。|
元秘書が融資の目的を
説明しないことはあり
得ない

信頼する秘書が持参し
た書類の内容に特段の
関心を払わず署名する
のは不自然ではない。
元代表の供述にも矛盾
はない

検察審査会の審査に違
法はなく、起訴議決は
有効

検審に虚偽の捜査報告
書を提出し、審査員の
判断を誤らせ無効

東
京
地
裁
で
十
九
日
開
か
れ
た
小
沢

一
郎
民
主
党
元
代
表

の
公
判
で
、
弁
護
側
最
終
弁
論
の
要
旨
は
次
の
通
り
。

東
京
地
検
特
捜
部
は
被
告
が

ゼ
ネ
コ
ン
か
ら
違
法
な
金
を
受

け
取
っ
た
と

「妄
想
」
、
収
賄

の
嫌
疑
で
捜
査
し
た
が
、
証
拠

を
得
ら
れ
ず

「敗
北
」
し
た
。

本
件
は
そ
の
残
り
か
す
で
、
事

件
は
実
在
し
な
い
。
元
秘
書
の

石
川
知
裕
衆
院
議
員
ら
が
収
支

報
告
書
の
虚
偽
記
入
と
い
う
違

法
行
為
に
手
を
染
め
る
必
要
性

は
皆
無
。
動
機
す
ら
な
い
。

は
、
巨
額
の
資
金
を
利
用
し
た

土
地
購
入
が
あ
ら
わ
に
な
る
の

を
避
け
た
か

っ
た
と
主
張
す
る

が
、
被
告
は
四
億
円
の
存
在
を

隠
そ
う
と
考
え
て
い
な
か

っ

た
。被

告
に
は
虚
偽
記
入
の
認
識

も
秘
書
と
の
意
思
連
絡
も
な

く
、
共
謀
共
同
正
犯
が
成
立
す

る
余
地
は
な
い
。
指
定
弁
護
士

は

「間
接
事
実
」
か
ら
本
件
犯

行
は
被
告
の
指
示

・
了
解
な
し

に
あ
り
得
な
い
と
す
る
が
、
状

況
証
拠
で
事
実
認
定
す
「る
場

合
、
被
告
が
犯
人
で
な
い
な
ら

士

ば
合
理
的
に
説
明
で
き
な
い
事

実
関
係
が
必
要
。
指
定
弁
護
士

の
主
張
に
は
含
ま
れ
て
い
な

い
。秘

書
は
相
当
程
度
の
裁
量
を

与
え
ら
れ
て
い
た
。
収
支
報
告

書
は
経
理
担
当
者
が
作
成
、
提

出
し
、
被
告
に
報
告
し
な
か
っ

た
。
石
川
議
員
と
被
告
の
間
で

交
わ
さ
れ
た

二
〇
〇
四
年
十

月
の
報
告

・
了
承
は
四
億
円
の

利
用
方
法
に
つ
い
て
で
、
報
告

書
の
記
載
に
関
し
て
で
は
な

い
。被

告
の
頭
の
中
は
政
治
や
選

挙
、
国
会
運
営
の
こ
と
で
い
っ

ぱ
い
で
、
事
務
処
理
は
関
心
が

な
い
か
、
極
め
て
薄
か
っ
た
。

石
川
議
員
と
池
田
光
智
元
秘
書

に
四
億
円
を
隠
す
意
図
や
計
画

的
行
動
が
あ

っ
た
と
は
言
え
な

い
。四

億
円
を
収
支
報
告
書
に
計

上
す
る
必
要
は
な
く
い
計
上
し

な
か
っ
た
の
は
虚
偽
記
入
と
す

る
指
定
弁
護
士
の
主
張
は
失

当
。
本
登
記
の
〇
五
年

一
月
七

日
を
土
地
取
得
日
と
し
、
〇
四

年
分
で
な
く
〇
五
年
分
に
計
上

し
た
の
は
合
理
的
。

´

被
告
へ
の
報
告
を
認
め
た
池

田
元
秘
書
の
調
書
は
、
状
況
と

時
期
に
関
す
る
具
体
的
記
述
が

な
い
。
結
論
の
み
で
迫
真
性
も

全
く
な
い
“
記
憶
に
基
づ
く
供

述
か
疑
わ
し
い
。

「石
川
か
ら

『先
生
の
了
解
を
得
て
や
っ
て

い
る
』
と
聞
い
た
」
と
の
部
分

は
伝
間
の
伝
聞
だ
。　
　
　
　
一

特
捜
部
は

「小
沢
と
の
全
面

戦
争
」
を
掲
げ
た
が
、
不
起
訴

に
な

っ
た
「
無
罪
証
拠
を
隠

し
、
虚
偽
調
書
を
真
実
の
よ
う

に
装
い
検
察
審
査
会
に
提
出
、

検
審
は
錯
誤
に
陥
り
起
訴
議
決

し
た
。
虚
偽
の
捜
査
報
告
書
は

石
川
議
員
の
録
音
が
な
け
れ
ば

真
実
と
さ
れ
た
危
険
も
大
き
く

悪
質
。　
　
　
　
　
　
　
・

議
決
は
無
効
で
公
訴
は
棄
却

さ
れ
る
べ
き
だ
。
被
告
は
い
か

な
る
点
か
ら
も
無
罪
。


